
ੜڥ؀׆՝へ申し込み

ྟ࣌ごみ

●1回のऩूごとに、1
200円のج本手数料（証紙4ຕ）
が必要になります。
●ା、箱、45Ὑのାに入らないごみ、ࢦఆ品目以外の
ɹごみは5点までごとに別途300円の証紙が必要です。
●大きさや品目によって別途手数料がかかります。
ɹৄしくはP�・P10をご確認ください。

●มߋ・Ωϟンηルはऩू日前日の午前தまで
●ௌ 。োがいの方は'"9もごར༻いただ͚ますޠݴ֮・
ɹ'"9൪߸、ॅ ॴ、໊ࢯ、品目、数ྔ、大きさ、ഉ出ر๬日、
ɹഉ出場ॴを書いてૹ৴してください。
●ごみஔき場までの運ͼ出しۀ࡞はߦいません。
●ごみがまとまっていない場合や、証紙が଍りない場合、申し込
みされていない෺はऩूしません。

申し込み制
਺ྔ制ݶͳし(有料)

ऩू日ࢦఆ可

ຊ手数料ج
˞目ཱつ品෺に4ຕ貼ってください

午前9時～午後4時30分
(土・日・祝・12月29日～1月3日除く)

受付時間

ख਺ྉについて

申し込み先

ྟ࣌ごみのग़しํ

申し込み手順
処分するものを確定する

大きさやサイズを計る

ごみ処理手数料をお伝えします。

氏名・住所・電話番号・ऩू希望日・ഉ出場所・ごみの内容
(個数・品目・大きさ等)をおฉきします。
※ऩू日は申し込みのཌ日以߱(日 ・༵೥຤೥࢝をআく)
で指定できますが、ऩू時ؒの指定はできません。
※申し込み఺数がଟྔの場合や、品෺の内容にΑͬては
立ち合いでの事前確認がඞ要にͳる場合があります。

証紙を目立ͭͱ͜Ζに貼ͬて、お伝えした
ऩू日にܾΊられた場所へޕ前�時まで
にഉ出してください。
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ʜ�̼ະຬ、指定品目に֘౰し
　ͳいごみ・ା・ശͳど(༗料)
　※�఺までごͱに���ԁ

ʜ指定品目(༗料)　ˠ̥ࢦ��

ʜ�ลが�̼を௒えるごみ(༗料)大

市役所生活環境課　TEL：072-877-2121または0743-71-0330　
　　　　　　　　　FAX：072-879-4313

大

持ち込みごみ

午前9時～正午、午後1時～午後4時
(日・12月31日～ 1月3日除く)

●四條畷市民以外の方は持ち込みできません。
●同一申し込み者による持ち込み回数は、1日3回までです。
●持ち込みできる車両は2tまでの車両です。
●搬入時に運転免許証等の身分証明が必要です。
●原則申し込み者本人以外の持ち込みはできません。
●家庭から出たごみ以外の持ち込みはできません。
●粗大ごみ等の出し方・まとめ方（P６）を参照し、ごみをまとめ
てください。ただし持ち込みごみにつきましては、ダンボール
箱での持ち込みはできませんのでご注意ください。

●申し込みされていないものは持ち込みできません。
●持ち込みごみ手数料は5点までごとに300円分の証紙が必要で
す。また、品目や大きさによっても、別途、手数料が必要な場合が
あります。

●手数料分の証紙は事前に購入して、貼らずに持参してください。

自己搬入（申し込み制） 申し込みは、持ち込み希望日の前日まで

１日最大3回まで(有料) 粗大・不燃ごみ以外の持ち込み不可

証紙は貼らずに
持参してください。

午前9時～午後5時
(土・日・祝・12月29日～1月3日除く)

受付時間

持ち込み日時　

注意事項

申し込み先
申し込み手順

処分するものを確定する
※粗大・不燃ごみ以外の持ち込みはできません。

大きさやサイズを計る

四交クリーンセンターへ申し込み

ごみ処理手数料をお伝えします。

氏名・住所・電話番号・持ち込み希望日・ごみの
内容(個数・品目・大きさ等)をお伺いします。

※家庭から出たごみかどうか確認します。
※立ち合いでの事前確認を要する場合があり
　ます。

証紙を事前に購入して、貼らずに持参し、指定
された日時に搬入してください。
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四交クリーンセンター　TEL：072-893-0505

持ち込み場所について

16３
国　道

ROUTE

168
国　道

ROUTE

●粗大ごみの持ち込みは、申込者本人または
同居家族のみとなり、本人確認書類（運転
免許証等）の提示が必要です。

委任状での粗大ごみの代理持ち込みは
できません

8 四條畷市 ごみの出し方ガイドブック
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